
 

 

 
 
 
 
 
 

 
                        
 
                        

  
     

派遣会社リライアンス
からは、働き先は大船
駅にある有名な化粧品
メーカーと言われて採
用されましたが、請負
とは全員が聞いていま
せんでした 

１２月１６日、第３回横浜地裁弁論＝いまだに偽装請負ではないと主張する資生堂 

 

 

資生堂の違法行為は許されず雇用責任は明らかです！ 
【0１年】派遣会社「リライアンス」に 11 月、組合員が 

入社し、資生堂鎌倉工場で正社員と一緒に口紅製造 

に従事する（その後組合員が順次入社） 

■資生堂は 04 年まで違法（偽装請負）に派遣社員を使用 

【04 年 3 月～】製造業での派遣使用が合法になる 

【0５年７月～】リライアンスが派遣会社「コラボレート」 

   に合併となり全員移行（社員・仕事内容は変わらず） 

【06 年６月～】コラボレートが派遣会社「アンフィニ」に 

   形式的に移行（社員・仕事内容は変わらず） 

【08 年 1 月～】組合員が期間工に（形式的な請負に） 

■資生堂を退社した A 氏がアンフィニ顧問に就任 

【09 年４月】資生堂がアンフィニに 5 月から減産を通告 

（４５％減）                     

【４月 10 日】アンフィニは労働者を仕事中、個々に呼び 

   だし理由を示さず 1 年契約を 2 ヶ月に変更 

【4 月 13 日】突然希望退職の募集通知が出される 

【4 月 17 日】22 名に 5 月 17 日付けの解雇予告 

【5 月 17 日】契約期間途中で 22 名が指名解雇 

【5 月 31 日】組合員 2 名が「雇い止め」で解雇 

【7 月１０日】アンフィニを相手に仮処分申し立て 

【10 月 9 日】横浜地裁から却下の不当決定出る 

【12 月 21 日】東京高裁から逆転勝利決定出る 

事件経過 脱
法
目
的
の
形
式
的
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い 

 

被
解
雇
者
の
実
質
的
雇
用
責
任
は
資
生
堂
に 

 

正
社
員
を
整
理
解
雇
す
る
た
め
に
は
、
整
理
解
雇
の
４
要
件
（
必
要
性
、
回

避
努
力
、
人
選
、
事
前
の
協
議
）
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。 

裁
判
で
は
資
生
堂
と
派
遣
（
請
負
）
会
社
３
社
と
の
派
遣
や
請
負
契
約
が
形

式
的
に
は
成
立
し
て
い
て
も
、
実
質
的
な
労
働
実
態
か
ら
見
て
、
本
来
正
規
社

員
で
し
か
行
え
な
い
仕
事
を
資
生
堂
が
脱
法
目
的
で
主
導
し
て
非
正
規
雇
用
契

約
で
非
正
規
労
働
者
に
行
な
わ
せ
て
き
た
も
の
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
り
ま

す
。（
法
律
用
語
で
は
実
質
的
規
範
的
解
釈
論
と
言
い
新
し
い
主
張
で
す
） 

７
名
と
歴
代
の
形
式
上
の
３
社
と
の
契
約
は
契
約
書
も
作
成
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
り
、
作
成
さ
れ
て
も
更
新
時
期
を
過
ぎ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

か
つ
、
派
遣
か
ら
請
負
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
派
遣
社
員
の
多
く
の
人
が
知
ら
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

し
た
が
っ
て
資
生
堂
の
主
導
に
よ
り
形
式
的
な
「
雇
用
者
」
が
押
し
付
け
ら

れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
実
質
上
の
雇
用
責
任
は
資
生
堂
に
あ
り
ま
す
。 

 
 

い
つ
で
も
簡
単
に
解
雇
で
き
る
よ
う
に 

熟
練
女
性
労
働
者
を
非
正
規
に
据
え
置
い
た
資
生
堂 

  

資
生
堂
鎌
倉
工
場
の
請
負
会
社
ア
ン
フ
ィ
ニ
で
不
当
解
雇
さ
れ
た
女
性
労
働

者
の
内
７
名
が
、
資
生
堂
を
主
た
る
相
手
と
し
て
横
浜
地
裁
に
解
雇
撤
回
地
位

確
認
・
賃
金
支
払
い
・
損
害
賠
償
を
求
め
た
第
３
回
裁
判
が
１６
日
１０
時
半
か

ら
５
０
２
号
法
廷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

資
生
堂
は
２
０
０
１
年
頃
か
ら
、
当
時
は
違
法
だ
っ
た
口
紅
製
造
で
解
雇
さ

れ
た
女
性
た
ち
派
遣
社
員
を
「
偽
装
請
負
」
と
し
て
使
用
し
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
被
解
雇
者
ら
は
派
遣
会
社
名
が
「
リ
ラ
イ
ア
ン
ス
」「
コ
ラ
ボ
レ
ー

ト
」「
ア
ン
フ
ィ
ニ
」
と
変
わ
り
ま
し
た
が
、
一
貫
し
て
鎌
倉
工
場
の
同
じ
職
場

で
、
同
じ
仕
事
を
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
、
同
じ
資
生
堂
の
社
員
と
一
緒
に
働
い
て

き
ま
し
た
。 

 
 

 
湘南地区協議会 アンフィニ分会 

 

 
            
 

全労連･全国一般労働組合 神奈川地方本部 
〒２２１－０８４１ 
横浜市神奈川区松本町１－３－３２ 
TEL ０４５－３１４－４０２１ 
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０２
年
に
は
池
田
さ
ん
は
ラ
イ
ン
リ
ー
ダ

ー
と
な
り
ま
し
た
が
、
資
生
堂
は
池
田
さ
ん

ら
熟
練
女
性
労
働
者
を
資
生
堂
の
指
揮
命

令
下
に
確
保
し
な
が
ら
、
何
時
で
も
首
を
切

れ
る
よ
う
に
、
派
遣
契
約
（
請
負
も
含
め
）

を
形
式
的
に
３
社
と
交
わ
し
続
け
て
き
た

の
で
す
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提訴後６ヶ月間で個人署名２０，０００筆を突破しました！ 

もちろん直接、表
の URL からも
HP に行けます。 

 

全国からのご支援ありがとうございます 

 

 

資生堂は社会的責任を果たして、

正規社員として職場に戻しなさい 

 

   

抗
議
の
声
が
鎌
倉
か
ら 

東
京
本
社
・
大
阪
近
畿
支
社
へ 

資生堂アンフィニ争議の詳細
はホームページを見て下さい 

インターネット立ち上げ後、
ヤフー、グーグル検索場所の
どちらかに「資生堂アンフィ
ニ」と入れて検索をクリック
すれば、ホームページに行け
ます。 その後は「お気に入
り」に追加して毎日ご覧くだ
さい。 
 

 

続
々
と
寄
せ
ら
れ
る
資
生
堂
に
対
す
る
抗
議
の
声 

抗
議
の
団
体
署
名
も
一
五
〇
〇
団
体
を
超
え
ま
し
た 

全国からの、ご支援本当にありがとうございます 

露木書記長と「支援する女性の会」のみなさん 

 

10.22 70名での資生堂本社抗議要請行動 10.29 100名での鎌倉工場抗議要請行動 11.25 170名での近畿支社抗議要請行動 

資
生
堂
は
私
た
ち
代
表
団
と
の
面
会
に
応
じ
な
い

だ
け
で
な
く
、
一
貫
と
し
て
解
雇
事
件
と
は
無
関
係
だ

と
の
無
反
省
な
立
場
を
と
り
続
け
て
い
ま
す
。 

裁
判
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
「
女
性
を

大
切
に
し
、
応
援
す
る
」
と
い
う
広
告
の
言
葉
と
裏
腹

な
資
生
堂
の
悪
質
な
解
雇
の
や
り
方
に
対
し
て
抗
議

の
声
が
今
全
国
か
ら
、
広
が
っ
て
来
て
い
ま
す
。 

抗
議
行
動
は
鎌
倉
工
場
か
ら
、
東
京
本
社
、
大
阪
の

近
畿
支
社
へ
と
続
き
、
今
後
は
全
国
の
主
要
都
市
で
の

行
動
も
計
画
し
て
い
ま
す
。 

６
月
１
日
に
資
生
堂
を
相
手
に
し
て
横
浜
地
裁
に
提
訴
し
て
か
ら
６
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
私

た
ち
は
全
労
連
の
支
援
を
受
け
て
、
こ
の
間
、
資
生
堂
に
対
し
て
違
法
行
為
を
認
め
て
、
女
性
労
働

者
７
名
を
資
生
堂
の
正
規
社
員
と
し
て
鎌
倉
工
場
に
戻
す
よ
う
に
求
め
る
、
団
体
署
名
と
個
人
署
名

を
全
国
で
取
り
組
ん
で
来
ま
し
た
。
そ
の
結
果
１２
月
１３
日
現
在
で
、
個
人
署
名
は
二
〇
〇
〇
〇
筆
を

超
え
て
目
標
の
三
〇
〇
〇
〇
筆
の
達
成
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
団
体
署
名
も
一
五
〇
〇
団
体
を

超
え
ま
し
た
の
で
近
く
資
生
堂
に
届
け
る
予
定
で
い
ま
す
。
現
在
、
資
生
堂
は
代
表
団
と
の
面
会
に

も
応
じ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
場
合
は
直
接
社
長
宅
の
ほ
う
に
届
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 


